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U
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U
U
U
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市
税
の
申
告
は
電
子
申
告
サ

市
税
の
申
告
は
電
子
申
告
サ
ーー

ビ
ス
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ

ビ
ス
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
（
エ
ル
タ
ッッ

ク
ス
）
を
ご
利
用
く
だ
さ

ク
ス
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
いい

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た

電
子
申
告
サ
ー
ビ
ス
「
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ

Ｘ
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
」
に
よ
る

市
税
の
電
子
申
告
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

　

電
子
申
告
が
で
き
る
申
告
は
次

の
と
お
り
で
す
。

▽　

個
人
住
民
税
＝
給
与
支
払
報

告
書
の
提
出
、
給
与
所
得
者
異

動
届
出
書
、
特
別
徴
収
へ
の
切

替
申
請
書
の
提
出
な
ど
（
市
民

税
・
都
民
税
申
告
書
の
提
出
は

で
き
ま
せ
ん
）

▽　

法
人
市
民
税
＝
予
定
申
告
、

確
定
申
告
、
修
正
申
告
な
ど

▽　

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）

＝
全
資
産
申
告
、
増
加
資
産
申

告
、
減
少
資
産
申
告
、
修
正
申

告
※　

詳
細
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.elt

ax.jp
/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

（
一
社
）
地
方
税
電
子

化
協
議
会
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
（
☎
０
５
７
０
儿
０
８
１

４
５
９
、
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
＝

☎　

儿
５
５
０
０
儿
７
０
１

０３
０
）
、
市
民
税
課
諸
税
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
２
０
）

３８７

対　

象　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
住
宅

▽　

新
築
さ
れ
た
日
か
ら　

年
以

１０

上
を
経
過
し
た
住
宅
（
賃
貸
住

宅
を
除
く
）

▽　

平
成　

年
４
月
１
日
〜　

年

１９

３０

３
月　

日
に
改
修
工
事
を
実
施

３１

し
た
も
の

▽　

改
修
後
の
住
宅
の
床
面
積
が

　

平
方
㍍
以
上

５０
▽　

次
の
い
ず
れ
か
で
、
補
助
金

等
を
除
く
自
己
負
担
額
が　

万
５０

円
超
の
工
事
を
実
施
し
た
も
の

　

廊
下
の
拡
幅
、
階
段
の 
勾 
配

こ
う

の
緩
和
、
浴
室
の
改
良
、
ト
イ

レ
の
改
良
、
手
す
り
の
取
り
付

け
、
床
の
段
差
の
解
消
、
引
き

戸
へ
の
取
り
替
え
、
床
表
面
の

滑
り
止
め

▽　

次
の
い
ず
れ
か
の
方
が
居
住

し
て
い
る
こ
と

　
　

歳
以
上
の
方
（
工
事
完
了

６５
翌
年
の
１
月
１
日
現
在
）
、
要

介
護
・
要
支
援
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
、
障
が
い
認
定
を
受

け
て
い
る
方

対
象
床
面
積　

１
戸
当
た
り　

平
１００

方
㍍
ま
で

必
要
書
類　

工
事
明
細
書
な
ど
工

事
の
内
容
が
確
認
で
き
る
も
の
、

工
事
費　

万
円
超
を
証
し
た
領
収

５０

書
、
要
支
援
・
要
介
護
ま
た
は
障

が
い
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は

介
護
保
険
被
保
険
者
証
ま
た
は
障

害
者
手
帳
等

申
告
期
限　

原
則
改
修
工
事
後
３

か
月
以
内

〈
省
エ
ネ
改
修
工
事
に
伴
う

減
額
〉

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
省
エ
ネ

改
修
工
事
（
熱
損
失
防
止
改
修
工

事
）
を
し
た
住
宅
の
翌
年
度
分
の

固
定
資
産
税
（
家
屋
分
）
を
申
告

に
よ
り
、
３
分
の
１
減
額
し
ま

す
。

対　

象　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
住
宅

▽　

平
成　

年
１
月
１
日
以
前
に

２０

建
て
ら
れ
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅

を
除
く
）

▽　

平
成　

年
４
月
１
日
〜　

年

２０

３０

３
月　

日
に
改
修
工
事
を
実
施

３１

し
た
も
の

▽　

改
修
後
の
住
宅
の
床
面
積
が

　

平
方
㍍
以
上

５０
▽　

窓
の
改
修
工
事
ま
た
は
窓
の

改
修
を
併
せ
て
行
う
床
・
天

井
・
壁
の
断
熱
改
修
工
事
で
、

工
事
の
結
果
、
該
当
部
分
が
新

た
に
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
す
る

も
の

▽　

補
助
金
等
を
除
く
自
己
負
担

額
が　

万
円
超
の
工
事
を
実
施

５０

し
た
も
の

対
象
床
面
積　

１
戸
当
た
り　

平
１２０

方
㍍
ま
で

必
要
書
類　

熱
損
失
防
止
改
修
工

事
に
よ
り
新
た
に
省
エ
ネ
基
準
に

適
合
す
る
こ
と
を
示
す
証
明
書

（
建
築
士
、
指
定
確
認
検
査
機

関
、
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
、

住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
保
険
法
人
が

証
明
し
た
も
の
）
、
工
事
費　

万
５０

円
超
を
証
し
た
領
収
書
等

申
告
期
限　

原
則
改
修
工
事
後
３

か
月
以
内

〈
長
期
優
良
住
宅
建
築
に 

伴
う
減
額
〉

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
長
期
優

良
住
宅
認
定
を
受
け
た
新
築
住
宅

に
つ
い
て
、
申
告
に
よ
り
５
年
度

分
（
建
築
確
認
申
請
書
で
３
階
建

て
以
上
の
中
高
層
耐
火
、
準
耐
火

住
宅
と
確
認
で
き
る
も
の
は
７
年

度
分
）の
固
定
資
産
税
（
家
屋
分
）

を
減
額
し
ま
す
。

対　

象　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
新
築
住
宅

▽　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
さ
れ

る
基
準
に
基
づ
き
、
東
京
都
に

よ
り
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の

▽　

平
成　

年
６
月
４
日
〜　

年

２１

３０

３
月　

日
に
建
築
さ
れ
た
も
の

３１

▽　

一
戸
あ
た
り
の
居
住
面
積
が

　

平
方
㍍
以
上　

平
方
㍍
以
下

５０

２８０

（
一
戸
建
て
以
外
の
貸
家
は　
４０

平
方
㍍
以
上　

平
方
㍍
以
下
）

２８０

※　

併
用
住
宅
は
、
居
住
部
分
の

床
面
積
が
家
屋
の
床
面
積
の
２

分
の
１
以
上
で
あ
る
こ
と

減
額
範
囲　

居
住
部
分
の
床
面
積

　

平
方
㍍
相
当
分
ま
で
を
限
度
と

１２０し
て
、
当
該
家
屋
の
固
定
資
産
税

の
２
分
の
１
を
減
額

必
要
書
類　

認
定
長
期
優
良
住
宅

を
証
す
る
書
類
ま
た
は
そ
の
写
し

申
告
期
限　

新
築
し
た
年
の
翌
年

の
１
月　

日
ま
で
（
土
曜
・
日

３１

曜
・
祝
日
を
除
く
）

そ
の
他　

長
期
優
良
住
宅
の
認
定

に
つ
い
て
は
、
東
京
都
多
摩
建
築

指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課

（
☎　

儿　

儿
２
１
５
４
）
に
お

０４２

４６４

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

申
告
書
配
布　

資
産
税
課
で
配
布

す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

注
意
事
項　

新
築
軽
減
な
ど
他
の

減
額
措
置
と
同
時
に
適
用
は
で
き

ま
せ
ん
。
（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

工
事
と
省
エ
ネ
改
修
工
事
は
、
同

時
に
適
用
で
き
ま
す
）

申
告
方
法　

市
所
定
の
申
告
書
に

必
要
事
項
を
明
記
し
、
必
要
書
類

を
添
え
て
、
資
産
税
課
家
屋
係

へ
。

そ
の
他　

固
定
資
産
税
の
減
額
以

外
に
も
、
住
宅
改
修
を
支
援
す
る

次
の
よ
う
な
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽　

木
造
住
宅
耐
震
改
修
助
成
金

＝
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
住
宅
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
６
１
）

０４２

３８７

▽　

重
度
障
害
（
下
肢
ま
た
は
体

幹
）
の
方
へ
の
住
宅
設
備
改
善

支
援
＝
自
立
生
活
支
援
課
相
談

支
援
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
４

０４２

３８７

１
）

▽　

自
立
支
援
の
た
め
の
住
宅
改

修
＝
介
護
福
祉
課
高
齢
福
祉
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
３
）

０４２

３８７

▽　

介
護
保
険
制
度
の
住
宅
改
修

＝
介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
２
２
）

０４２

３８７

問
合
先　

資
産
税
課
家
屋
係
（
市

役
所
第
二
庁
舎
３
階
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
２
１
）

固定資産税固定資産税のの
減額制　　減額制度度

　

市
議
会
で
は
、
市
議
会
だ
よ
り

お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
関
連

情
報
を
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見

を
今
後
の
議
会
広
報
に
生
か
し
て

い
く
た
め
、　

月
上
旬
に
郵
送
で

１２

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
、
広
報

協
議
会
で
の
資
料
と
し
て
参
考
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

対　

象　

平
成　

年　

月
１
日
現

２８

１１

在　

歳
以
上
で
、
住
民
基
本
台
帳

１８
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
方
２
千

人回
答
方
法　

ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
の

質
問
に
回
答
の
う
え
、
同
封
の
返

送
用
封
筒
に
入
れ
て
返
送
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
先　

議
会
事
務
局
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
９
４
７
）

３８７
 　

市
議
会
で
は
、
平
日
に
仕
事
な

ど
で
傍
聴
に
来
ら
れ
な
い
方
に

も
、
会
議
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
た

だ
く
た
め
、
日
曜
議
会
を
開
催
し

ま
す
。

と　

き　
　

月
４
日
（
日
）
午
前

１２

　

時
か
ら

１０内　

容　

本
会
議
（
一
般
質
問
）

※　

あ
ら
か
じ
め
通
告
し
た
議
員

が
行
う
市
政
全
般
に
つ
い
て
の

質
問
で
す
。
質
問
内
容
は
、　
１２

月
１
日
か
ら
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

そ
の
他　

手
話
通
訳
あ
り

　

市
議
会
の
傍
聴
は
ど
な
た
で
も

で
き
ま
す
が
、
議
会
事
務
局
で
簡

単
な
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
議
会
の
日
程
、
議
案
な

ど
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

市
議
会
の
傍
聴
に

お
越
し
く
だ
さ
い

　

月
４
日
は
日
曜
議
会

１２

だ
さ
い
。

問
合
先　

議
会
事
務
局
（
市
役
所

本
庁
舎
４
階
☎　

儿　

儿
９
９
４

０４２

３８７

７ 
　

儿　

儿
１
２
２
５
）

０４２

３８７

 　

任
期
満
了
に
よ
る
市
議
会
議
員

選
挙
は
、
３
月　

日
（
日
）
に
行

２６

わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
選
挙
の
立
候
補
届
出
等
に

関
す
る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方

は
、
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
代
理
の
方
が
出
席
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

と　

き　

１
月　

日
（
土
）
午
後

２１

１
時　

分
か
ら
（
１
時
受
け
付
け

３０

開
始
）

と
こ
ろ　

市
役
所
本
庁
舎
３
階
第

一
会
議
室

そ
の
他　

印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

問
合
先　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
（
☎　

儿　

儿
９
８
８
１
）

０４２

３８７

 　　

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
、
市

選
挙
管
理
委
員
会
お
よ
び
明
る
い

選
挙
推
進
協
議
会
で
は
、　

月
・

１２

１
月
を
中
心
に
「
政
治
家
の
寄
附

禁
止
」の
啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。

【
政
治
家
は
贈
ら
な
い

　

有
権
者
は
求
め
な
い
】

　

お
歳
暮
や
年
末
年
始
の
あ
い
さ

つ
等
、
つ
き
あ
い
の
多
い
季
節
に

な
り
ま
し
た
が
、
政
治
家
（
候
補

者
、
候
補
者
に
な
ろ
う
と
し
て
い

る
者
お
よ
び
現
に
公
職
に
あ
る

者
）
が
選
挙
区
内
の
人
に
お
金
や

品
物
を
贈
る
こ
と
は
、
法
律
で
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
た
ち
が
政
治
家
に
寄

附
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

問
合
先　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
（
☎　

儿　

儿
９
８
８
１
）

０４２

３８７

FAX立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方
へ

市
議
会
議
員
選
挙
の
説
明
会

を
開
催

政
治
家
の
寄
附
は
禁
止
で
す

寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て

明
る
い
選
挙
の
実
現
を

 　

現
在
処
方
さ
れ
て
い
る
薬
を
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
切
り
替
え

た
場
合
、
自
己
負
担
額
が
ど
れ
く

ら
い
軽
減
で
き
る
か
が
わ
か
る
通

知
を　

月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

１２

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
、

先
発
医
薬
品
の
特
許
期
間
終
了
後

に
製
造
さ
れ
る
た
め
、
先
発
医
薬

品
と
比
べ
て
価
格
が
安
く
な
っ
て

い
ま
す
が
、
新
薬
と
同
一
の
有
効

成
分
を
同
一
量
含
み
、
有
効
性
や

品
質
、
安
全
性
が
同
等
な
医
薬
品

で
す
。

対　

象　

生
活
習
慣
病
等
の
医
薬

品
が
処
方
さ
れ
て
い
る
方
で
、
薬

代
が
一
定
額
以
上
軽
減
さ
れ
る
と

見
込
ま
れ
る
方

※　

す
べ
て
の
被
保
険
者
に
送
付

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
先　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

通
知
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
（
☎
０
１

２
０
儿　

儿　

＝　

月
中
旬
〜
１

９６３

３２２

１２

月　

日
）
、
保
険
年
金
課
高
齢
者

３１
医
療
係（
☎　

儿　

儿
９
８
３
４
）

０４２

３８７

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

差
額
通
知
を
送
付

 　

資
源
の
節
約
、
ご
み
の
減
量
の

た
め
、
家
庭
で
使
用
し
な
く
な
っ

た
不
用
品
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

 
対
象
品　

家
具
、
電
気
製
品
、
一

般
機
器
、
幼
児
用
品
な
ど
で
破
損

し
て
い
な
い
も
の

利
用
方
法　

直
接
、
経
済
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
登
録
カ
ー
ド
を

不
用
品
交
換
コ
ー
ナ
ー
に
掲
示
し

て
紹
介
し
ま
す
（
掲
示
は
４
か
月

間
）
。
当
事
者
間
で
直
接
交
渉

し
、
必
ず
交
渉
結
果
を
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

※　

市
内
在
住
の
方
に
限
り
ま
す
。

問
合
先　

経
済
課
消
費
生
活
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

不
用
品
交
換

常
設
コ
ー
ナ
ー

〈
耐
震
改
修
工
事
に 

伴
う
減
額
〉

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
耐
震
改

修
工
事
を
行
っ
た
既
存
住
宅
の
翌

年
度
分
（
通
行
障
害
既
存
耐
震
不

適
格
建
築
物
で
あ
っ
た
場
合
は
、

改
修
後
２
年
度
分
）
の
固
定
資
産

税
（
家
屋
分
）
を
申
告
に
よ
り
、

２
分
の
１
減
額
し
ま
す
。

対　

象　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
住
宅

▽　

昭
和　

年
１
月
１
日
以
前
に

５７

建
て
ら
れ
た
住
宅

▽　

平
成　

年
１
月
１
日
〜　

年

１８

３０

３
月　

日
に
現
行
の
耐
震
基
準

３１

に
適
合
し
た
一
定
の
耐
震
改
修

工
事
を
実
施
し
た
も
の

▽　

工
事
費
用
が　

万
円
超

５０

対
象
床
面
積　

１
戸
当
た
り　

平
１２０

方
㍍
ま
で

必
要
書
類　

現
行
の
耐
震
基
準
に

適
合
し
た
工
事
で
あ
る
こ
と
の
証

明
書
（
地
方
公
共
団
体
、
建
築

士
、
指
定
確
認
検
査
機
関
、
登
録

住
宅
性
能
評
価
機
関
、
住
宅 
瑕  
疵 

か 

し

担
保
責
任
保
険
法
人
が
証
明
し
た

も
の
）
、
工
事
費　

万
円
超
を
証

５０

し
た
領
収
書
等

申
告
期
限　

原
則
改
修
工
事
後
３

か
月
以
内

〈
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

に
伴
う
減
額
〉

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
バ
リ
ア

フ
リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
既
存

住
宅
の
翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税

（
家
屋
分
）
を
申
告
に
よ
り
、
３

分
の
１
減
額
し
ま
す
。

議
会
広
報

議
会
広
報
にに

関
す
関
す
るる

ア
ン
ケ
ー
ト

ア
ン
ケ
ー
ト
をを

実実
施施


